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第・24'号議案長崎市総合計画策定条例

条例制定の背景・趣旨

2 第五次総合計画の概要について
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条例制定の背景・趣旨

(1)総合計画策定の経緯

昭和44年(1969年)に「地方自治法の「部を改正する法律」が公布され、市町村に

基本構想の策定及び議会の議決の義務化がなされた。

地方分権改革の下、平成 23年(2011年)5月2日に「地方自治法の7部を改正,す

る法律」・が公布され、基本構想に関する第2条第4項の規定が削除され、基本構想

の法的な策定義務が廃止された。

【参考】 、

改正前地方自治法第2条第4項

「市町村は、その事務を処理する.に当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的

かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようにしなけれぱな

らない。」

【参考】

総務大臣通知(平成23年5月2日付け総行.行第57号総行市第51号)<抜粋>

第4 地方分権改革推進計画に基づく義務付,けの廃止に関する事項

1 市町村の基本構想に関する規定を削除することとされた〒と。 a三法第2条第4項関
係)

な・お、改正法の施行後も、法第96条第2項の規定に基づき、個々の市町村がその自主

的な判断によ.り、引き続き現行の基本構想について議会の議決を経て策定することは可

能である。

(2)総合計画の策定

総合計画は次の性格を有しており、・総合的かつ計画的な市政の運営を図るだめ、

市政運営上の最上位計、画として策定することとしたい。

ア市政全般を網羅した計画で、各部局が横断的に取り組むための指針である。

イ市民、企業、市民活動団体などあらゆる主体と協働してまちづくりに取り組

むための共通の指針である・。

(3)議会の議決の必要性及び議決の範囲

市政運営上の最上位計画である総合計画は、行政のみならず市民、企業、市民活

動団体等の共通の指針となる重要な性格を有することから、平成23年5月の地方

自治法改正前と同様に基本構想部分の策定にあたり、・市民を代表する議決機関であ

る議会の議決を経ることとしたい。



2 第五次総合計画の概要について

(1)総合計画の構成

基本構想、基本計画及び実施計画の三層構造とする

【図1】総合計画の構成

基本計画

【基本構想】

本市の将来の都市像、まちづくりの

方針等を定める基本的な構想をい

(2)総合計画の期間

計画期間は、令和3年度から令和12年度までの10年間とする。

基本計画については社会情勢の変化等に対応するため5年ごとに見直すこととし、

前期・後期で計画を定める。

また、実施計画については3年計画とし、主要な事業について具体的な計画を定め、

事業の効果を見ながら毎年度見直すこととする。

【図2】総合計画の期間
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実施計画

【基本計画】

基本構想に基づく本市の各種施策

を体系的に示す計画をいう。

【実施計画】

基本計画において定めた各種施策

を実施するための具体的な事業を

示す計画をいう
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・将来の都市像

・まちづくりの方針

・基本施策

・個別施策

前期基本計画(5年間)

・3年間の事業計画

ーー.ー,ー.ーーー.L-"ーーーーー.ーーーー.ーーーーJ、

L_実施赴画毎全庶賑し旦"年1_"_>
'、石二___._.._力驫:,,_ニニξ,_L,_,_,_小、

L黒施計凰毎套庶昆直し9叡_>

百

(10年")

以下同様に3年計画を毎年度見直す

後期基本計画(5年間)

、
つ

二



(2)第五次総合計画の策定のながれ

民意識調査

市民約5,000人を対象に実施

(H30)

各分野の関係団体ヒアリング

市民からの意見聴取

各分野の現状・課題、今後10年
間に取り組むべきことなどについ
てヒアリングを実施(R元)

講演会、パネルディスカッション

(R元.6)

シンポジウム

若い世代からのヒアリング

市長を交え「長崎の未来」につい

てワークショップを実施(R元.9)

基本構想の策定

(将来の都市像・まちづくりの方針)

パブリックコメント

ハブリックコメント

基本計画の策定

(基本施策,個別施策)

実施計画の策定

(予算編成後、当該年度を含む3年間の事業計画を策定)

上程

議熟予定

R 3.4~

長崎市第五次総合計画に基づき市政運営
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(3)第五次総合計画策定スケジュール

平成30年度

報告

2 3 4 5

議決

令和元年度

6 7 8 9 10 11 12

基本構想

2 3

長峅市艶合計画輩定条例の制定(予定)

基本計画

4 5 6

令和2年度

検討作業

7

アンケート

■■■■■

8 9 10 1112 1

筑定内客を髄時報告

.

シンポジウ
ム

関係団体、
市民等から
のヒアリン

グなど

前期基本計画を随会へ報告

^^^^^^^^^

パブリック
コメント

甚本枕恕を羅会へ
上程(予定)

.

総合計画審議会

検討作業

田園■■■■■■■■■■回■■亜■■■亜翌
総合計画審議会における協議

第四次総合計画の振返り

基本構想(素案)の策定
(将来の都市像・まちづくりの方針)

甚本構恕・甚本計両
(嵒本施策,個別施策)の策定

捻
合
計
璽
謡

基
本
槙
想
素
案

甚
本
計
画
骨
子

甚
斎
想
骨
子

前
期
甚
本
針
画
(
案
〕

議
会

ー
.
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
'
ー
ー
,
ー
ー
ー
ー
ー
ー

基
本
構
恕
(
素
案
〕

ー
ー
ー

基
礎
貴
料
■
戻■■

市
民
参
画

基
礎
資
料

基
礎
責
料

全
体
ス
ケ
ジ
ユ
ー
ル


